訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）重要事項説明書
＜令和 6年 6月 1日現在＞
１．　訪問リハビリテーション事業者（法人）の概要
	名称・法人種別
	社会福祉法人　千　宏　会

	代表者名
	理事長　　大　場　利　秋

	所在地・連絡先
	（住所）〒９９９－６２１１
山形県最上郡最上町大字大堀字蟹ノ又１３６０番地１９

（電話）０２３３－４４－２３５５
（FAX）０２３３－４４－２６０８


２．　事業所の概要
　(1)　事業所名称及び事業所番号
	事業所名
	介護老人保健施設　庭の里

	所在地・連絡先
	（住所）〒９８９－６１０２
　　　　宮城県大崎市古川江合本町二丁目２番５号

（電話）０２２９－２１－８４６０
（FAX）０２２９－２１－８３７１

	事業所番号
	　０４５１５８００４７

	管理者の氏名
	山　口　慶　展


　
(2)　事業所の職員体制　　　　　　　　　　　　　　　　　
	従業者の職種
	人数
（人）
	区分
	勤　務　体　制

	
	
	常勤兼務(人)
	非常勤(人)
	

	管理者
（　医　師　）
	1
	1
	
	施設・通所　兼務

	理学療法士
	4
	4
	
	施設・通所　兼務

	作業療法士
	2
	2
	
	施設・通所　兼務


(3)　職員の勤務体制
	従業者の職種
	勤務体制
	休暇

	管　理　者

（医　師）
	正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０）
常勤で勤務
	当法人雇用契約書による

	理学療法士

作業療法士
	正規の勤務時間帯（８：３０～１７：００）
常勤で勤務
	当法人就業規則　による


　(4)　事業の実施地域
	事業の実施地域
	大崎市（旧古川市）


　　※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。
　(5)　営業日
	営業日
	営業時間

	月曜日～土曜日

（ただし１２月３１日～１月２日を除く。）
	午前８：３０～午後５：００

但しサービス提供時間は８時３０分より移動開始５時００分までに移動終了となる為 そのサービス提供時間は、訪問リハビリテーションサービスを提供する区域によって移動時間を考慮するものとします。


3． サービスの内容と費用

イ、サービスの内容

	種　　　類
	内　　　　　容

	訪　　問
	ご自宅まで訪問いたします。

	機能訓練
	医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るために、必要なリハビリテーション指導を行います。

	相談及び援助
	利用者とその家族からのご相談に応じます。


ロ、　費用
　原則として料金表の額が利用者の負担額（利用料金全額の１割負担分）となります。

但し、一定以上の収入がある場合等、負担額に変更が生じる事があります(２割負担、３割負担)。
（１）介護保険給付対象サービス
訪問リハビリテーション費
○　１回(20分)につき　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　３０８円/回
○　加算
・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）<１回につき>　　　　　　　 　 ６円/回

・リハビリテーションマネジメント加算（ロ）<１か月につき>  ２１３円/月　　　　　
・短期集中リハビリテーション実施加算<１回につき>　        ２００円/日
※退院（所）日又は初回認定日から３ヶ月以内

　　　　　・移行支援加算 <1日につき>　　　　　　　　　　　　 　　　　１７円/日　　　

介護予防訪問リハビリテーション費

　　　○　１回(20分)につき　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　２９８円/回　　　○　加算　

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）<１回につき>　　　　　　　 　 　６円/回

・短期集中リハビリテーション実施加算<1日につき>　　　  　２００円/日
　　　　　　　　※退院（所）日又は初回認定日から３ヶ月以内　　　
　　その他の加算

・退院時共同指導加算 <１回につき>　　　　　　　　　　　　 ６００円/回
　　　　　　　　※訪問リハ事業所の医師又はリハビリ職員が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に初回の訪問リハビリを行った場合に算定。
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算
<1日につき（週２回まで）>　  　　　　　 ２４０円/日

　　　　　※認知症であると医師が判断した場合、リハビリによって生活機能の改善が見込まれると判断された方に対して、その退院（所）日又は訪問開始日から３月以内の期間に、リハビリを集中的に行う場合に算定。
（２）介護保険給付対象外サービス
○サービス実施地域外の場合の交通費

通常の実施地域を越えて行う訪問リハビリテーションに要した交通費については、以下の実費を戴きます。

・　自動車を使用した場合（片道×２）　　１キロメートルを越える毎に４０円

・　タクシー利用の場合　　　　　　　　　　実費額
　　○キャンセル料
　　　　お客様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。
　　　　・事前に連絡が無くご自宅まで訪問した際　　　　利用料自己負担分の100％

ハ、　利用料等のお支払方法
毎月、１５日までに「３　サービスの内容と費用」に記載の金額を基に算定した前月分の利用料等を利用料明細書により請求いたしますので、月末までに直接当施設1階事務室にてお支払い頂くか、下記口座にお振込み下さい。

七十七銀行　古川十日町支店

普通預金口座（口座番号９０５９３７７）

口座名義　社会福祉法人　千宏会　

理　事　長　　大　場　利　秋
· 入金確認後、領収証を発行します。振込の方は次回請求書と共に送付いたします。

４．　事業所の特色等

（１）事業の目的
社会福祉法人 千宏会 が開設し、介護老人保健施設　庭の里　において実施する指定   （介護予防）訪問リハビリテーションの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にあるご利用者に対し、適正な訪問リハビリテーションを提供することを目的としています。
（２）運営の方針
訪問リハビリテーションの従事者は、要介護者等が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なリハビリテーションを行なうことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
２　訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
（３）　その他
	事項
	内容

	訪問リハビリテーション計画の作成及び事後評価
	　医師及び従事者は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、訪問リハビリテーション計画を作成します。

　また、サービス提供の目標の達成状況を評価し、その結果を診療記録に記載してお客様に説明のうえ交付します。



	職員研修
	定期的な内部研修の他に外部研修も行っています。


５．　サービス内容に関する苦情等相談窓口
	当施設お客様相談窓口
	窓口責任者　伊藤　弘
ご利用時間　８：３０～１７：００
ご利用方法　電話（２１－８４６０）
　　　　　　面接（当施設１階相談室）
　　　　　　苦情箱（事務所に設置）

	施設外お客様相談窓口
	大崎市役所
高齢介護課（２３－６０８５）
宮城県国民健康保険団体連合会
介護保険課（０２２－２２２－７７００）


６．　緊急時等における対応方法
　 サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかにお客様の主治医、救急隊、緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をします。

７．　事故発生時の対応
利用者に対する訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

利用者に対する訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ないます。
８．　個人情報の取扱いに関して
サービス利用者の個人情報について、利用目的を以下の通り定めます。

【利用者への訪問リハビリテーションサービスの提供に必要な利用目的】
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕
①当施設が利用者等に提供する介護サービス
②介護保険事務
③介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち
（１）利用開始・終了等の管理　（２）会計・経理　（３）事故等の報告　（４）当該利用者の介護・医療サービスの向上　
〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕
①当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
（１）利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答　（２）利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合　（３）検体検査業務の委託その他の業務委託　（４）家族等への心身の状況説明
②介護保険事務のうち
（１）保険事務の委託　（２）審査支払機関へのレセプトの提出　（３）審査支払機関又は保険者からの照会への回答
③損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

【上記以外の利用目的】
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕
①当施設の管理運営業務のうち
（１）医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料　（２）当施設において行われる学生の実習への協力　（３）当施設において行われる事例研究
〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕
②当施設の管理運営業務のうち

（１）外部監査機関への情報提供　（２）関係法令等に基づく行政機関等への報告等
当事業者は、重要事項説明書に基づいて、訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）のサービス内容及び重要事項を説明しました。

令和　 　年　  　月　 　日
　　　　事業者　　　　　　　所在地　　〒９８９－６１０２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城県大崎市古川江合本町二丁目２番５号
　　　　　　　　　　　　　　事業者(法人)名　　　社会福祉法人　千　宏　会
　　　　　　　　　　　　　　施　設　名　　　介護老人保健施設　庭の里
　　　　　　　　　　　　　　(事業所番号)　　　０４５１５８００４７

　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　理事長　　　大　場　利　秋　　印
　　　　説明者　　　　　　　　　　職　名　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　            　　　印
私は、重要事項説明書に基づいて、訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）のサービス内容及び重要事項の説明を受けました。
令和　　年　　月　　日
　　　　利用者　　　　　　　住　所　　〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

　　　

　代理人(選任した場合)　　住　所　　〒　　　－
　　　　署名代行者

　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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